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12  事業資金の融資等を受けたい場合 

  

１ 融資に関する相談をしたいとき 
◎ 県の金融相談窓口 

内  容 

 経営環境の変化等の影響を受けている中小企業の資金繰りや創業，経営革新，雇用拡大

などを図る中小企業の資金調達に関する相談に対応し，県費預託融資制度等の金融支援

制度の紹介などを行います。 

窓  口 経営革新課 金融企画グループ TEL 082-513-3321 

 

２ 資金の借入れをお考えのとき 

◎ 政府系金融機関の融資 

内  容 

民間中小金融を補完するため，中小企業に対して直接融資を実施しています。 

日本政策金融公庫 

中小企業事業：近代化・合理化のための長期の設備・運転資金を供給 

       国民生活事業：小規模零細企業に対する融資を担当 

さらに，中小企業政策の目的に沿った，いわゆる政策金融として，各種の特別貸付制度 

を設け，一般融資よりも金利などの条件面で優遇した融資を実施しています。 

窓  口 日本政策金融公庫  

 
◎ 県費預託融資制度 

内  容 
中小企業に対する資金供給の円滑化を目的に実施している長期・低利の融資制度です。 

※ 融資対象・限度額・利率・期間は，各制度により異なります（P75～76 の一覧表参照）。 

対  象 
 県内に事業所を有し，原則１年以上，同一事業（信用保証協会の保証対象業種）を営

んでいる方が利用できます。 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/1168587452727.html 

窓  口 

 

経営革新課 金融企画グループ  TEL 082-513-3321 

◆取扱金融機関 

 

 

 

 

 

 

 

広島銀行，もみじ銀行，中国銀行，山口銀行，伊予銀行，四国銀行， 

西日本シティ銀行，山陰合同銀行，西京銀行，鳥取銀行，百十四銀行，愛媛銀行， 

香川銀行，トマト銀行，りそな銀行，広島信用金庫，呉信用金庫， 

しまなみ信用金庫，広島みどり信用金庫，広島市信用組合，広島県信用組合， 

備後信用組合，両備信用組合，信用組合広島商銀，朝銀西信用組合，笠岡信用組合 

商工組合中央金庫 

 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/1168587452727.html
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◎ 無担保スピード保証融資制度 

内  容 中小企業者の運転資金を，無担保・第三者保証人不要で迅速に融資します。 

対  象 
直近２期の決算書（個人事業主は青色申告書）を提出できることなどの要件を満たす方

が利用できます。 

限 度 額 3,000万円（運転資金及び簡易な設備資金） 

利 率 等 
貸 出 利 率：金融機関所定金利(固定金利又は変動金利：4.0％以下) 

信用保証料率：広島県信用保証協会所定の保証料率（料率Ａ適用） 

融資期間 10年（据置６か月） 

窓  口 

 
経営革新課 金融企画グループ  TEL 082-513-3321 

◆取扱金融機関 

 

 

 

 

 

 

３ 借入れのための信用保証が必要なとき 
◎ 広島県信用保証協会の信用保証 

内  容 

広島県信用保証協会は，県内の中小企業が金融機関から事業に必要な資金を借り入れる

際に，その債務を保証することにより，中小企業の事業資金の借入れを円滑にすること

を目的として設立された公的な保証機関です。 

信用保証協会の信用保証を利用することにより，融資が受けやすくなる，融資枠が拡大

される，担保物件を有効に活用できるなどのメリットがあります。 

窓  口 広島県信用保証協会本所 TEL 082-228-5501 及び 各支所  

 

４ 集団化・共同化をお考えのとき（高度化資金の利用）  

内  容 
中小企業者が共同して設立した組合が工場団地・ショッピングセンターなどを建設する事

業，もしくは第三セクター・商工会などが地域の中小企業者を支援する事業に対して，「計

画の診断」「融資」を実施します。 

対  象 

・ 集団化事業（工場・卸・トラック団地等） 
・ 施設集約化事業（ショッピングセンター等） 
・ 共同施設事業（共同加工場，アーケード・カラー舗装等） 
・ 支援事業（コミュニティーホールを併設したショッピングセンター等） 
・ その他（アスベスト対策等） 

償還期間 20年以内（うち据置３年以内） 

金  利 0.6％（令和５年度）又は無利子 

窓  口 経営革新課 貸付管理グループ TEL 082-513-3323 

 

 

 

 

 

 

広島銀行，もみじ銀行，中国銀行，山口銀行，伊予銀行，四国銀行， 

西日本シティ銀行，山陰合同銀行，西京銀行，百十四銀行，愛媛銀行，香川銀行， 

トマト銀行，りそな銀行，広島信用金庫，呉信用金庫， 

しまなみ信用金庫，広島みどり信用金庫，広島市信用組合，広島県信用組合， 

備後信用組合，両備信用組合，信用組合広島商銀，笠岡信用組合，商工組合中央金庫 

 

☆高度化事業のねらい 

 ① 工場・店舗の集団移転による立地環境の 

改善 

 ② グループ化による体質の強化 

（新鋭設備の導入等） 

 ③ 経済環境変化への適応 

☆企業連携支援アドバイザー 

独立行政法人中小企業基盤整備機構で登録してい

るアドバイザーにより，高度化事業実施計画書づ

くりなどについてのアドバイスが受けられます。 

［内容］高度化全事業に係る初期助言，計画助言，

運営助言 
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５ 広島県制度融資一覧 
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別表（取扱金融機関） 

 

 県費預託融資制度 無担保スピード保証融資制度 

銀 行 等 

商 工 組 合 中 央 金 庫 

広 島 銀 行 

も み じ 銀 行 

中 国 銀 行 

山 口 銀 行 

伊 予 銀 行 

四 国 銀 行 

西 日 本 シ テ ィ 銀 行 

山 陰 合 同 銀 行 

西 京 銀 行 

鳥 取 銀 行 ― 

百 十 四 銀 行 

愛 媛 銀 行 

香 川 銀 行 

ト マ ト 銀 行 

り そ な 銀 行 

信 用 金 庫 

広 島 信 用 金 庫 

呉 信 用 金 庫 

し ま な み 信 用 金 庫 

広 島 み ど り 信 用 金 庫 

信 用 組 合 

広 島 市 信 用 組 合 

広 島 県 信 用 組 合 

備 後 信 用 組 合 

両 備 信 用 組 合 

信 用 組 合 広 島 商 銀 

笠 岡 信 用 組 合 

朝 銀 西 信 用 組 合 ― 

 


